
                        

 
 

 

 

建物等解体撤去条件付 

市 有 地 売 却 

（一般競争入札） 

 

実 施 要 領 

旧歴史民俗資料館跡地 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込受付期間 令和７年１２月１日（月）から同月１２日（金）まで 

入 札 日 令和８年１月１６日（金）  

 

 

      

               

 

〒352-8623 新座市野火止一丁目１番１号 

問 合 せ 先：新座市役所財政部管財契約課管財係 

                              Ｔ Ｅ Ｌ ：０４８－４７７－３１５２ 

                              Ｆ Ａ Ｘ ：０４８－４７７－１５９０ 

Ｅ-ＭＡＩＬ：kanzai@city.niiza.lg.jp                 

受付：午後零時３０分～午後１時３０分 

 新座市役所本庁舎４階副市長応接室 

入札：午後２時 

 新座市役所本庁舎３階３０４会議室 

mailto:kanzai@city.niiza.lg.jp
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Ⅱ 実施要領 

入札に参加を希望される方は、この要領をお読みいただき、各事項を御承知

の上、申込手続をされるよう御案内します。 

  

１ 入札の概要 

 ⑴ 建物等解体撤去条件付一般競争入札 

旧歴史民俗資料館跡地（以下「本件土地」という。）を、現状有姿のまま

売却し、併せて、売却用地内に存置された建築物等（建物、工作物、地下埋

設物、樹木、その他一切の動産（以下「建物等」という。））を解体撤去し

ていただくものです。 

 ⑵ 最低売却価格  

１１９，２００，０００円 

最低売却価格以上で最高額を入札した者と契約します。 

 

２ 売却物件 

地番 地目 面積 

新座市片山一丁目２６３６番１５ 宅地 １３７３．１０㎡ 

※ 本件土地は、旧歴史民俗資料館跡地です。 

※ 建物等が存置されています。 

※ 現状有姿のまま引き渡しになります。引き渡し後、本件土地に存置さ

れた建物等を落札者の負担で解体撤去していただきます（「３ 解体撤

去条件」及び「１２ 建物等の解体撤去の留意事項」参照）。 

※ その他の詳細は後述「１３ 物件概要」を参照してください。 

 

３ 解体撤去条件 

 ⑴ 本件土地に存する建物等は、現状有姿のまま引き渡しとなります。 

⑵ 引渡し後、本件土地に存置された建物等を解体撤去してください。当該解

体撤去に係る解体撤去費、管理費、調査費及びその他一切の費用については、

落札者の負担とします（「１２ 建物等の解体撤去の留意事項」参照）。 

⑶ 建物のアスベスト調査は実施済で、アスベスト含有を確認しています（調

査結果については、別紙１「旧新座市立歴史民俗資料館石綿含有分析調査結

果」を参照してください。）。 
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集合場所及び駐車場所

対象不動産

４ 参加資格 

入札には、以下の全ての要件を満たす法人又は個人が参加できます。 

なお、共同入札は不可とします。 

ア 国税・都道府県税・市区町村税を滞納していない者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び新座

市契約規則（昭和５０年規則第１５号）第１６条第１項第１号の定めに準

ずる者 

ウ 誓約書（様式２）第１項各号に掲げる者に該当しないもの 

 

５  現地内覧会 

 ⑴ 実施日時  

令和７年１１月１４日（金）午後１時３０分から午後３時まで 

⑵ 予約方法 

内覧を希望される場合は、令和７年１１月１３日（木）までに（平日午前

９時から午後４時まで（正午～午後１時を除く。））次の連絡先に電話にて、

事前にお申込みください。 

    ＴＥＬ：０４８－４７７－３１５２（新座市財政部管財契約課管財係：直通） 

⑶ 集合場所  

旧歴史民俗資料館跡地入口前:現地集合（住所：新座市片山一丁目２１番２５号） 

⑷ 駐車場所（自動車でお越しの場合）  

旧歴史民俗資料館跡地敷地内南側に駐車場がありますので、そちらを御利

用ください。（住所：新座市片山一丁目２１番２５号）  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ その他 

  ア 内覧会中は自由に見学できます。 

  イ 内覧会は入札参加申込への条件とはしませんが、入札参加される場合には 
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現況等内覧会で知り得る内容は全て把握されているものとします。 

 

６ 質問受付及び回答 

  本要領及び売却物件に関する質問は、以下のとおり行います。 

 ⑴ 受付期間 

   令和７年１１月１７日（月）午前８時３０分から令和７年１１月２５日（火）

午後５時までとします。なお、受付期間内に到達しなかったもの、また、指定

した様式や方法ではない質問は無効とします。 

 ⑵ 質問の方法   

   質問は、質問書（様式８）に必要事項を記入の上、電子メールにて提出して

ください。なお、質問書を提出した後に、電話にて到着確認の御連絡をお願い

します。 

 ⑶ 質問に対する回答 

   令和７年１１月２８日（金）までに随時電子メールにて回答します。 

 ⑷ 担当窓口 

   新座市財政部管財契約課管財係 

   ＴＥＬ：０４８－４７７－３１５２ 

   Ｅ-ｍａｉｌ：Kanzai@city.niiza.lg.jp 

 

７ 入札参加申込方法 

⑴ 参加申込 

本書末尾の様式集に添付してある市有財産売却一般競争入札参加申込書

（様式１）に必要事項を記入・押印の上、受付期間内に以下の提出書類（⑶

①及び②ともにイ～カ）を添えて、受付場所に直接持参により提出してくだ

さい（郵送申込不可）。なお、その場では受取りのみ（以下に記す⑶の※１

を除く。）とし、審査は後日行います。   

⑵ 受付期間等 

ア 受付期間 令和７年１２月１日（月）から同月１２日（金）まで 

 イ 受付時間 平日午前９時から午後４時まで（正午～午後１時を除く。） 

ウ 受付場所 新座市財政部管財契約課管財係（新座市役所本庁舎４階） 

⑶ 提出書類 

① 法人での申込みの場合 

ア 市有財産売却一般競争入札参加申込書（法人）（様式１） 

   イ 誓約書（様式２） 

mailto:Kanzai@city.niiza.lg.jp
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ウ 印鑑証明書（発行後３か月以内のもの） 

エ 履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの） 

  オ 代表者事項証明書（発行後３か月以内のもの） 

カ 納税証明書（直近の１年度分） 

⑴ 国税（法人税及び消費税）に係る納税証明書（その３の３の証明） 

⑵ 本社所在地の都道府県税（法人都道府県民税、事業税及び不動産取 

得税）に係る納税証明書（都道府県税について滞納がない証明） 

⑶ 本社所在地の市区町村税（法人市区町村民税、固定資産税・都市計画

税）に係る納税証明書 

② 個人での申込みの場合 

ア 市有財産売却一般競争入札参加申込書（個人）（様式１） 

イ 誓約書（様式２） 

ウ 印鑑登録証明書（申込書に押印され、発行後３か月以内のもの） 

エ 身分証明書（本籍地の市区町村で交付されます。） 

   オ 住民票（個人番号の記載のないもので、発行後３か月以内のもの） 

 カ 納税証明書（直近の１年度分） 

  ⑴ 国税に係る納税証明書（その３の２の証明） 
    ⑵ 住民税及び固定資産税・都市計画税の納税証明書 

※１ 印鑑証明書（個人の場合は印鑑登録証明書）を除く公的機関発行の提出

書類（①、②ともにエ～カ）については、申込受付時に限り原本還付可能

です。原本還付を希望する場合は、申込受付時に副本１部（コピー可）を

御用意ください。受付後の原本還付は、一切受付けません。 

※２ 受付後、提出資料に疑義がある場合は、御連絡します。 

※３ 参加申込に要する費用は、申請者の負担とします。 

※４ 受付期間経過後の提出書類の内容変更は認めません。提出書類の不備も

含めて期限までに必要な書類が整わない場合は、受付ができませんので、

余裕をもって提出してください。 

※５ 公文書公開の必要性から、個人情報以外の提出書類や申請内容を公表す

る場合があります。 

 ⑷ 結果通知 

書類一式を受理後、資格の有無を審査し、参加を認めた申込者には、後日、

市有財産売却一般競争入札参加申込受付書（様式３）を郵送します。 

なお、入札参加資格を有すると確認された方が、当該入札参加資格を有す

ると確認された日から一般競争入札が執行されるまでの間に、「４ 参加資
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格」のいずれかに該当した場合、又は提出された申込書等への虚偽の記載や

当該入札の妨げとなる行為をしたことが明らかになった場合は、当該入札に

参加することができません。 

また、入札参加資格の審査の結果に対する異議には一切応じません。 

 

８ 入札及び開札 

 ⑴ 入札保証金の納付方法 

ア 市有財産売却一般競争入札参加申込受付書（様式３）に入札保証金の振込

先の口座を記載していますので、入札保証金として入札額の５％以上の金額

を当該口座に振り込みしてください。 

  なお、振込手数料は入札参加者の負担となります。 

  また、新座市が入札参加者の振込を確認できない場合には、入札参加者が

振込をしたことが確認できる領収書等の提示を求めることがあります。 

  イ 入札保証金の納付期限 

    令和８年１月１４日（水） 

 ⑵ 入札・開札 

  ア 受付 

    受付日時 令和８年１月１６日（金）午後零時３０分から午後１時３０分まで 

    受付会場 副市長応接室（新座市役所本庁舎４階） 

 市有財産売却一般競争入札参加申込受付書（様式３）を提示し、入札保証

金預入書（様式５）及び入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書（様式６）

を提出してください。（代理人をもって入札するときは、委任状（様式７）

を提示してください。） 

  イ 入札 

    入札日時 令和８年１月１６日（金）午後２時 

    入札会場 ３０４会議室（新座市役所本庁舎３階） 

① 入札当日、入札開始時間の午後２時までに市有財産売却一般競争入札

参加申込受付書（様式３）、入札書（様式４）及び委任状（様式７※該

当する場合）を持参の上、３０４会議室に参集してください。 

② 入札書（様式４）は必要事項を記入し、市販の封筒に封入封緘の上、

封印されたものを入札責任者の指示により提出してください。（「０３ 

様式」の１０頁参照） 

   ウ その他 

・ 入札書は一枚のみを入れてください。 
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・ 入札書は必ず持参してください。（当日、予備の御用意はありませ

ん。） 

・ 入札の際は、運転免許証等の顔写真のある本人確認書類等により、本人 

確認をさせていただきます。 

・ 代理人をもって入札するときは、委任状（様式７）を提出してくださ

い。 

⑷ 入札保証金の返還（落札者除く。） 

ア 入札保証金は、落札者を除き、入札当日に提出していただく入札保証金返

還請求書兼口座振替依頼書（様式６）に記載された入札者が指定する金融機

関の口座へ振り込みにより還付します。なお、還付には入札終了後から約１

カ月程度かかりますので、あらかじめ御了承ください。 

イ 入札保証金に利息は付しません。 

  ウ 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができます。 

 エ 落札者が、期限までに売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市

に帰属します。 

⑸ 入札の中止等 

新座市が、災害その他特別の事情により、入札を執行することが困難である

と判断した際には入札を中止・延期しますが、入札者が損失を受けても新座市

は責めを負いません。 

⑹ 落札者の決定 

最低売却価格以上で、最も高い価格を入札した方を落札者とします。ただ

し、最も高い価格を入札した方が、２名以上いたときは、「くじ」で落札者

を決定します。 

なお、後日落札者の入札が無効であると確認された場合には、次に高い価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 

⑺  開札結果の公表 

   開札の結果（落札者名及び落札金額）については、本市ホームページ上で

公開します。入札参加者はそのことを了承した上で参加されているものとみ

なします。 

⑻ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

ア 入札に参加する資格のない者がした入札 

イ 委任状を持参しない代理人がした入札 

ウ 所定の入札保証金又は担保を納付しない者又は提出しない者の入札 
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エ 記名押印を欠く入札 

オ 金額の記入がない入札 

カ 金額を訂正した入札 

キ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札 

ク 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

ケ 明らかに連合によると認められる入札 

コ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理を

した者の入札 

サ 上記に定めるもののほか、新座市契約規則又は市長の指示した事項に違

反した入札 

⑼ 注意事項 

ア 入札開始時間に遅刻した方は、入札に参加できません。 

イ 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をす

ることはできません。 

ウ 委任状を持参しない代理人が入札した入札書は、無効とします。 

エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

オ 上記入札書の提出方法に従わない場合は、無効の条件となります。 

 

９ 契約締結及び支払い等 

⑴ 契約締結 

 落札者決定の翌日から７日以内に、別に示す様式の契約書により契約を締

結していただきます。 

⑵ 契約保証金 

 契約締結時までに、市有財産売却一般競争入札参加申込受付書（様式３）

に記載している口座に、契約保証金として売買代金の１０％以上（入札保証

金を充当する場合はその差額）を納入してください（納入を確認できない場

合には、落札者が納入をしたことが確認できる領収書等の提示を求めること

があります。）。後日、領収証をお渡しします。 

 なお、振込手数料は落札者の負担となります。 

また、契約保証金は売買代金に充当します。 

⑶ 売買代金の支払方法 

 契約締結日から３０日以内に市の指定する方法により売買代金の残金を納入

してください。なお、振込手数料は落札者の負担となります。また、売買代金

の分割納入はできません。 
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売買代金の支払いが行われなかった場合には、契約保証金は新座市に帰属す

ることとなります。 

⑷ その他 

 売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。 

 

１０ 所有権の移転等 

⑴ 所有権移転の時期 

本件土地の所有権は、売買代金の納入（全額）があったときに移転し、同

時に本件土地が引き渡されたものとします。     

⑵ 所有権移転登記の方法等 

所有権移転登記は、売買代金の納入（全額）が確認された後、市が嘱託に

より行います。ただし、移転登記に要する登録免許税等、契約の締結及び履

行に関し必要な一切の費用は、落札者の負担とします。 

 

１１ その他 

⑴ 契約不適合責任の免責特約 

本件建物等解体撤去条件付土地売買契約書には、契約不適合責任の免責特

約が付されます。したがって、契約締結後に契約の内容に適合しないことを

発見しても、市に対して売買代金の減免、追完の請求、損害賠償の請求又は

契約の解除をすることができませんので御注意ください。 

⑵ 土壌汚染、地下埋設物等 

本件土地の土壌汚染調査、地盤調査及び全体の埋設物調査は行っておりま

せん。落札者により調査が必要と判断された場合は、落札者の費用負担によ

り調査・対応を行ってください。 

⑶ 実地確認 

入札参加者は、必ず現地を御確認いただき、諸規制の状況等にも御留意く

ださい。 

⑷ 近隣対応 

ア 落札者は、周辺住民に土地利用計画の周知を図ると共に、住民の意見を十

分聴取するなど、適切な対応に努めてください。 

イ 周辺住民等への承諾が必要な場合又は越境物があった場合等においては、

市は承諾書等の取付け及び協議又は越境状態の解消は行いません。 

ウ 所有権移転後、物件の管理は近隣住民に迷惑をかけることのないよう除草

等を適切に行うとともに、侵入防止策等を設置するなど、十分な安全対策を
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講じてください。 

⑸ 関係法令の遵守及び官公署等との協議・手続 

ア 落札者の責任において、建築基準法等の関係法令及び本市の条例等（以下

「関係法令等」という。）を確認し、遵守してください。 

イ 落札者の責任において、関係法令等を確認し、開発計画の実施に向けて、

官公署等との協議・手続を実施してください。 

⑹ その他 

この要領に定めのない事項については、新座市例規その他関係法令の定め

るところによります。 

 

１２ 建物等の解体撤去の留意事項 

⑴ 所有権移転後、落札者が建物等の管理責任及び解体撤去費、管理費、調査

費その他一切の費用を負担して、本件土地に存在する建物等を解体撤去（建

物等のアスベスト除去も含む。）するものとします。 

⑵ 本件土地の所有権移転後、１年以内に建物等を解体撤去してください。 

 ⑶ 落札者は、解体撤去等に伴い、官公署等との協議、届出等が必要な場合は、

落札者の責任において行い、適正に処理するものとします。 

 ⑷ 落札者は、解体撤去の工期等について、あらかじめ書面（様式自由）にて

市（管財契約課）に報告するものとします。 

 ⑸ 落札者は、解体撤去について、周辺住民等に説明の上、理解を得た上で実

施してください。また、解体撤去に伴い、第三者からの苦情等があった場合

は、責任をもって解決するとともに、第三者に損害を与えた場合は、その責

めを負うものとします。 

 ⑹ 落札者は、解体撤去の完了を書面（解体証明等）にて市（管財契約課）に

報告するものとします。 

⑺ 解体撤去に係る騒音・振動・粉じん対策について次のとおり配慮してくだ

さい。 

  ア 建設機材は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用し

てください。 

  イ 騒音・振動計は外部から表示を確認できるように敷地境界付近に設置し

てください。 

  ウ 解体防音パネルを解体建物の周囲に設置してください。 

  エ 作業は、十分に散水を行い、粉じんの飛散防止に努めてください。 
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１３ 物件概要 

ア 土地 

地番 

（登記地目） 
新座市片山一丁目２６３６番１５（宅地） 

 面積（㎡） １,３７３.１０㎡ 

イ 建物等 

住居表示 新座市片山一丁目２１番２５号 

築年月 昭和５６年３月 

構 造 資料館 鉄筋コンクリート造 平屋建 

延床面積 ３６５．１０㎡（資料館） 

主な工作物等 
駐車場、フェンス、門扉、樹木、浄化槽、屋根付き

資機材置場、押車、電灯、郵便ポスト、案内板等 

ウ 建ぺい率／容積率 ６０％／１００％ 

エ 区域区分 市街化区域 

オ 用途地域 第１種低層住居専用地域 

カ 防火地域等 建築基準法第２２条区域 

キ 高度地区 なし 

ク 高さ制限 絶対高さ１０ｍ 

ケ 地区計画 

片山・西堀地区地区整備計画区域 
都市計画法により、建築行為等に際し着工日３０日

前までに届出が必要です。（詳細は新座市まちづくり
未来部都市計画課都市計画係に確認してください）。 

コ 景観計画区域 住宅市街地ゾーン南部 

サ 建築行為等 

１ 区域面積が５００㎡以上であるため、建築行為に
先立ち、事業計画に応じて本市の条例及び都市計画
法に基づく手続が必要となる可能性があります（詳
細は新座市まちづくり未来部都市計画課開発指導係
に確認してください）。 

２ 当該土地において建築行為を行う場合は、建築基
準法及び埼玉県建築基準法施行条例等を遵守してく
ださい。 

３ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）に規定する対象建設工事を行
う場合は届出が必要となります（詳細は新座市まち
づくり未来部建築審査課住宅係に確認してくださ
い）。 
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シ 埋蔵文化財 

周知の埋蔵文化財包蔵地内に位置しています。 
既に新座市教育委員会により遺跡の所在確認調査は

完了しており、遺構・遺物の検出は認められませんで
したが、遺跡がないことを保証するものではありませ
ん。 

つきましては、土木工事等を実施する場合は、文化
財保護法及び同法施行令の規定に基づき、「埋蔵文化
財発掘の届出」を提出してください（詳細は新座市教
育委員会教育総務部歴史民俗資料館に確認してくださ
い。）。工事に際し埋蔵文化財の所在が確認された場
合には、その保存・対策に御協力ください。 

なお、売買後に遺跡が発見された場合、市は契約不
適合責任を負いません。 

ス 道路状況 

１ 対象地周辺道路状況 

 ⑴ 西側：市道第８１３６号線  
  幅員：２．８ｍ～６．０ｍ 
⑵ 南側：市管理道路Ｎｏ．１１４ 

２ その他 
 ⑴ 市道第８１３６号線は、建築基準法第４２条第 

２項の規定による道路ですが、セットバックは不 
要です。 
 ただし、道路現況と道路台帳にズレが生じてお 
り、道路現況を道路台帳に合わせるため、別途新
座市インフラ整備部道路管理課（以下「道路管理
課」という。）及び道路河川課と調整してくださ
い。 

 ⑵ 市管理道路Ｎｏ.１１４は建築基準法第４２条   
第１項第１号の規定による道路です。 

⑶ 道路及び本件土地との境界に留意し、双方の越
境物の有無を確認の上、越境が認められた場合
は、土地利用計画前に関する工事着手前に道路管
理課と調整してください。 

⑷ 敷地内に接する市管理道路Ｎｏ.１１４の境界
民プレートが、敷地内のフェンス基礎上に存する
ため、フェンス撤去の際に市境界標に打設し直し
てください。 

 ⑸ 安定角（４５度）ライン以下に掘り下げる工事
の場合は、道路法第４４条に基づき、沿道掘削協
議を道路管理課と行い、承認を受けてください。 
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セ 上水道 

１ 当該箇所への埋設計画：なし 
２ 接道道路における水道管埋設：あり（ダクタイル

鋳鉄管１００㎜） 
３ 分担金の権利：なし 
  （新規引込みを行う場合は別途分担金が発生しま

す。） 
４ 本件土地には３０mm の給水管が存置されています

が、給水管のほとんどが、昭和５５年度の建物新設
時に引き込まれた給水管です。耐用年数を大幅に経
過しているため、再利用はせず、取出し直しをお願
いします。取出し直し時は、新座市インフラ整備部
水道施設課に事前相談の上、新座市指定給水装置工
事事業者に依頼し、存置されている給水管を撤去す
るとともに、分水止め工事を合わせて実施してくだ
さい。                                                  

ソ 下水道 

１ 公共下水道処理開始区域 
２ 接道道路への埋設管 

⑴ 汚水管：あり（２５０mm） 
⑵ 雨水管：あり（２５０mm） 

３ 受益者負担金：なし 
４ 新座市インフラ整備部下水道課（以下「下水道
課」という。）管理の下水道施設（汚水本管、雨水
本管及び公共汚水桝等）を新設、撤去等を行う場合
は、原因者負担の自費での施工となります。 

また、既設の下水道施設について、移設撤去等の
変更が生じる際は下水道課と協議してください。 

タ 都市ガス・電気  各事業者と協議及び所定の手続をお願いします。 

チ 電柱・郵便ポスト 

【電柱】 
本件敷地内に電柱及び引込柱がありますので、事業

者と協議及び所定の手続をお願いします。また、当該
電柱に照明灯を１本共架していますので、移設・撤去
等が必要となった場合は、道路管理課と協議の上、原
因者で費用負担してください。 
【郵便ポスト】  

本件敷地内に郵便ポストがありますので、撤去して
ください。 
 なお、当該郵便ポストが現在使用されていないこと
については、新座郵便局に確認済です。 

ツ 境界  境界標あり 

テ 浄化槽 
 本件敷地内に現在は使用されていない浄化槽があり
ますので、撤去してください。（別紙２「浄化槽位置
図」参照） 

※ 物件概要、その他の添付資料は、あくまで参考であり、現況を優先します。   

各自で必ず物件の調査をして御確認ください。 



 

 

建物等解体撤去条件付土地売買契約書（案） 

 

売払人新座市（以下「売払人」という。）と買受人○○○○（以下「買受人 

」という。）との間に、土地の売買に関し、次の条項により契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 売払人及び買受人は、信義を重んじ、旧歴史民俗資料館跡地建物等解体

撤去条件付市有地売却実施要領（以下「実施要領」という。）に従い、誠実に

この契約を履行しなければならない。 

（土地の表示） 

第２条 売払人はその所有する次に掲げる土地（以下「本件土地」という。）を

買受人に売り払い、買受人はこれを買い受けるものとする。 

土地の表示 所在 地目 地 積 

新座市片山一丁目２６３６番１５ 宅地 １３７３．１０㎡ 

２ 買受人は、本件土地の上に存する建築物等（建物、工作物、地下埋設物、樹

木、その他一切の動産を含む。（以下「本件建物等」という。））を解体撤去

しなければならない。 

（売買代金） 

第３条 本件土地の売買代金は、金１１９,２００,０００円とする。 

（契約保証金） 

第４条 買受人は、この契約締結と同時に、契約保証金として金 ○○○○円を売

払人に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利子は付さない。 

（売買代金の納入） 

第５条 買受人は、第３条に定める売買代金と前条に定める契約保証金との差額

を、売払人が別途定める日（納入期限）までに、売払人の発行する納入通知書

により、売払人の指定する金融機関に納入するものとする。 

２ 売払人は、買受人が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買

代金に充当するものとする。 

（所有権等の移転及び所有権移転登記） 

第６条 本件土地の所有権は、売買代金の全額支払時をもって買受人に移転する。 

２ 売払人は前項の規定による本件土地の所有権の移転後、速やかに所有権移転

登記を嘱託するものとし、買受人はこれに必要な書類等をあらかじめ売払人に

提出するものとする。 

３ 前項の所有権移転の登記に要する費用は、買受人の負担とする。 

（土地の引渡し） 



 

 

第７条 本件土地は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、本件

土地の所在地において、現状有姿のまま買受人に引き渡したものとする。 

（危険負担等） 

第８条 買受人は、第６条第１項に基づく権利移転後、前条の土地の引渡しのと

きまでにおいて、本件土地が売払人の責に帰することのできない事由により滅

失又は毀損しても、売払人に対して売買代金の減免を請求することができない

ものとする。 

（契約不適合責任の免責特約） 

第９条 買受人は、本契約締結後、本件土地及び本件建物等に種類、品質又は数

量その他契約内容に適合しない（権利の不適合を含む。）ものがあることを発

見しても、売買代金の減免、追完の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をす

ることができないものとする。 

（調査の有無） 

第１０条 買受人は、本件土地の土壌汚染調査、地盤調査及び全体の埋設物調査

を実施していないことを了知する。 

２ 売払人は建物について行ったアスベスト含有調査の調査結果の内容を買受人

に提供するものとする。 

（解体撤去） 

第１１条 買受人は、本件建物等について本件土地の所有権移転登記完了後１年

以内に解体撤去しなければならない。 

２ 本件土地の所有権移転後の本件建物等の管理責任並びに管理及び解体撤去に

伴う一切の費用は、買受人が負うものとする。 

３ 買受人は、解体撤去の工期等について、あらかじめ書面により報告しなけれ

ばならない。 

４ 買受人は、本件建物等の解体撤去が完了したとき、速やかに、売払人に解体

撤去の完了を書面により報告しなければならない。 

（特約事項） 

第１２条 買受人は、本件土地を次の各号のいずれかに掲げる者がその活動のた

めに利用する公序良俗に反する用に供してはならない。 

 ⑴  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条に規定する暴力団若しくは暴力団員、その他の反社会団体若しくはそ 

の構成員又は当該暴力団員若しくは構成員を含む団体 

⑵  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法 

律第１４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体若しくは

当該団体の役職員若しくは構成員又は当該役職員若しくは構成員を含む団

体 



 

 

⑶  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第８条第２項の処 

分を受けている団体若しくは当該団体の役職員若しくは構成員又は当該役職

員若しくは構成員を含む団体 

⑷ 前各号に規定する暴力団員、役職員又は構成員と生計を一にする配偶 

者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

⑸ 前各号に規定するものが出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業

活動に支配的な影響力を有するもの 

（法令等の遵守） 

第１３条 買受人は、本件土地における本件建物等の解体撤去及び建築に当たっ

ては、実施要領、各種関係法令（新座市の条例等を含む。）を遵守しなければ

ならない。 

（公害等の防止） 

第１４条 買受人は、本件土地における本件建物等に起因する電波障害、騒音、

風害、日照阻害等について、自らの責任において必要な措置を講じなければな

らない。 

（上下水道等） 

第１５条 買受人は、上下水道、電気、ガス、電話等の供給を受けるときは、各

々の供給者、管理者等と協議の上、自らの負担により行わなければならない。 

（実地調査等） 

第１６条 売払人は、必要があると認めるときは、買受人に対し、質問し、立入

検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若し

くは資料の提出を求めることができる。 

２ 買受人は、売払人から要求があるときは、その事実を証する書類その他の資

料を添えて本件土地の利用状況等を直ちに売払人に報告しなければならない。 

３ 買受人は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ、若しくは忌避

し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１７条 買受人は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ次の各号

に定める金額（ただし、１円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるも

のとする。）を違約金として売払人に支払わなければならない。 

⑴ 第１１条に定める義務に違反したときは、第３条に定める売買代金の 

１００分の２０に相当する金額 

⑵  前条第２項又は第３項に定める義務に違反したときは、第３条に定める売

買代金の１００分の１０に相当する金額 

２ 前項の違約金は、違約罰であり、次条第３項第４号に定める損害賠償の額の

予定又はその一部とは解釈しない。 



 

 

（契約の解除） 

第１８条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要

しないでこの契約を解除することができる。 

⑴ 買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

 ⑵ 買受人の故意・過失により入札の無効が判明したとき。 

⑶ 買受人に偽りその他不正な行為があったとき。 

２ 買受人は、売払人が前項の規定によりこの契約を解除したときは、売払人の

指定する日までに本件土地に係る一切の物件（本件建物等を含まない。）を収

去の上、これを売払人に返還しなければならない。 

３ 第１項の規定により、売払人がこの契約を解除した場合は、次の各号による

ものとする。 

⑴ 買受人が第４条第１項に定める義務を履行していないときは、入札保証金

は売払人に帰属し、返還しない。 

⑵ 買受人が第４条第１項に定める義務を既に履行しているときは、売払人は 

買受人が次条に定める義務を履行した後、既納の売買代金から契約保証金相 

当額を差し引いた上で残額に利子を付さないで買受人に返還するものとする。

ただし、この場合における契約保証金相当額は、前条第１項の規定による違 

約金の一部又は本項第４号に定める損害賠償の額の予定若しくはその一部と 

は解釈しない。 

⑶ 買受人が負担した契約費用、本件土地及び本件建物等に支出した必要費、

有益費その他一切の費用並びに買受人が支払った前条第１項の規定による違

約金は、償還又は返還しないものとする。 

⑷ 売払人に損害があれば、売払人は、買受人にその賠償を請求することがで

きる。 

⑸ 買受人に損害があっても、買受人は、売払人にその賠償を請求することが

できない。 

（原状回復の義務） 

第１９条 買受人は、売払人が前条第１項の規定によりこの契約を解除したとき

は、自己の費用と責任において、本件土地を原状に回復し、売払人の指定する

期日までに返還しなければならない。ただし、売払人が原状に復することを必 

要としないと認めるときは、この限りではない。 

（相殺等） 

第２０条 売払人が第１８条に規定する解除権を行使した場合について、以下の

とおり定める。 

⑴ 買受人が売払人に対して有する売買代金返還請求権は譲渡できない。 

⑵ 売払人が買受人に対して有する違約金請求権は譲渡できない。 



 

 

⑶ 買受人が売払人に対して有する売買代金返還請求権と売払人が買受人に対 

して有する違約金請求権は、売払人の買戻権又は解除権の行使により当然に

相殺されるものとする。 

⑷ 売払人は、買受人が第１８条第３項第４号に規定する損害賠償金を売払人 

に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と相殺することができる。 

（公租公課） 

第２１条 本件土地に対して賦課される公租公課で、買受人を義務者として課さ

れるものについては、買受人の負担とする。 

（契約費用等） 

第２２条 この契約に要する一切の費用は、全て買受人の負担とする。 

（相隣関係等） 

第２３条 買受人は、本件土地引渡し以後においては、近隣住民その他第三者と

の紛争が生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は買受人の責任に

おいて解決するものとする。 

（管轄裁判所） 

第２４条 この契約に関する管轄裁判所は、売払人の所在地を管轄区域とする地

方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第２５条 この契約に関し疑義がある事項又はこの契約に定めのない事項につい

ては、売払人、買受人協議の上決定する。 

上記の契約の締結を証するため、本書２通を作成し、売払人、買受人それぞれ 

記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

新座市野火止一丁目１番１号      

     売払人 新座市                

代表者 新座市長 並 木  傑 ㊞  

 

所在地        

買受人                   

名称                   ㊞ 
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様式１ 

令和  年  月  日 

市有財産売却一般競争入札参加申込書（法人） 

申請先 新座市長 並木 傑 

 

所在地                

 

申込者  名 称              印 

 

代表者氏名              

 

電話番号               

 

メールアドレス            

 

担当者氏名（所属）          

 

 下記物件の市有財産（土地）売払いに係る一般競争入札に参加した

いので、市有地売却（一般競争入札）実施要領等を承諾の上、入札の

参加を申込みます。 

記 

物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地 

所 在 地 番 新座市片山一丁目２６３６番１５ 

 

※受付期間 令和７年１２月１日（月）から令和７年１２月１２日（金）まで 

 

※添付書類  １ 誓約書（様式２） 

２  印鑑証明書（発行後３か月以内のもの） 

３ 履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの） 

４ 代表者事項証明書（発行後３か月以内のもの） 

５ 納税証明書（直近の１年度分） 
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様式１ 

令和  年  月  日 

市有財産売却一般競争入札参加申込書（個人） 

申請先 新座市長 並木 傑 

 

所在地                

 

申込者   氏 名              印  

 

電話番号               

 

             メールアドレス            

 

 下記物件の市有財産（土地）売払いに係る一般競争入札に参加した

いので、市有地売却（一般競争入札）実施要領等を承諾の上、入札の

参加を申込みます。 

記 

物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地 

所 在 地 番 新座市片山一丁目２６３６番１５ 

 

※受付期間 令和７年１２月１日（月）から令和７年１２月１２日（金）まで 

 

※添付書類  １ 誓約書（様式２） 

２  印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの） 

３ 身分証明書（発行後３か月以内のもの） 

４ 申請者本人の住民票（個人番号の記載のないもので、発行後３か月以内のもの） 

５ 納税証明書（直近の１年度分） 
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様式 2 

令和  年  月  日 

誓  約  書 

 

申請先 新座市長 並木 傑 

 

所在地                

 

申込者  名称（又は氏名）         印 

 

代表者氏名              

 

 

１ 当社（私）は、次に掲げるものではないことを誓約します。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条に規定する暴力団又は暴力団員 

⑵ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の

役職員若しくは構成員 

⑶ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第８条第２項の処分

を受けている団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

⑷ 反社会団体又はその構成員 

⑸ 第１号から第４号までの暴力団員又は構成員を含む団体 

⑹ 前号に規定する暴力団員、役職員又は構成員と生計を一にする配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 

⑺ 前各号に規定するものが出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業

活動に支配的な影響力を有するもの 

 

２ 当社（私）は、前項各号に掲げる者との関係を有していないこと及び説明を

求められた際には誠実に応じることを誓約します。 

 

３ 落札となった場合は新座市の指定する書類を提出し、その情報を新座市が埼

玉県警察本部長及び公安調査庁に照会することについて同意します。 
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 様式４ 

 

入 札 書 

 

物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地                  

 

所 在 地 番 新座市片山一丁目２６３６番１５            

 

金   額                     円             

 

上記物件の市有財産（土地）売払いについて、新座市契約規則及び

公告等を承諾の上、上記金額をもって入札します。 

  

 

 令和 年 月  日 

 

 申請先 新座市長 並木 傑  

 

所在地                       

入札者 

名称（又は氏名）            印 

 

代表者氏名                 

 

           

代理人 委任状（様式７）のとおり       印  

     

 

※ 売払最低価格は、１１９，２００，０００円です。 

 

 

※最高額入札者が２名以上の場合は、くじで落札者を決定します。 
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様式５ 

令和  年  月  日 

 

入札保証金預入書 

 

１ 保 証 金 額   金                円 

 

２ 保証金の種別   銀行振込 

 

３ 物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地 

  所在地番 新座市片山一丁目２６３６番１５ 

 

上記の保証金を令和 年 月 日に、市の指定口座に入金済であることを報告

します。 

 

 

提出先 新座市財政部長 櫻 井  浩  

 

 

申込者     所在地                        

 

       名称（又は氏名）                印 

 

代表者氏名                
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様式６ 

                   令和 年 月  日 

 

入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 

 

申請先 新座市長 並木 傑 

      所在地（住所）          

 

（請求者）  名称（又は氏名）         

 

               代表者氏名          印   

 

  連絡先              

 

物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地 

所在地番 新座市片山一丁目２６３６番１５ 

 

請求金額（入札保証金）   金             円 

 

 

  上記の入札物件に係る入札保証金の還付を請求します。 

  なお、支払金は下記金融機関に振り込んでください。 

 

振込先         銀行・信用金庫・農協       支店 

 

 口座番号 普通・当座                  

 

 フリガナ                                             

口座名義                                             
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様式７  

委 任 状 

申請先 新座市長 並木 傑 

 

 私は、             を代理人と定め、令和 年 月 

おお日執行の下記物件の売払いに係る市有財産売却一般競争入札に関

する一切の権限を委任します。 

記 

【委 任 事 項】 

  物 件 名 旧歴史民俗資料館跡地 

 所 在 地 新座市片山一丁目２６３６番１５ 

委任内容 上記の入札に関する一切の権限 

 

令和 年  月  日 

  

申込者 所在地                     

 

名称（又は氏名）              印 

 

代表者氏名                   

 

代理人 所在地                     

 

名称（又は氏名）              印     

 

代表者氏名                   

 

連絡先                     

 

代理人使用印 

 

※１ 「代理人使用印」の枠内には、代理人が使用する印鑑を押印す

し、代理人は入札において必ずその印鑑を使用すること。 
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様式８  

  令和 年 月 日  

質問書 

申請先 新座市長 並木 傑 

所在地                

 

申込者  名称（又は氏名）         印 

 

代表者氏名              

 

電話番号               

 

メールアドレス            

新座市が実施する「市有財産売却一般競争入札」について、次のと

おり質問します。 

○質問事項 

※必要事項を記入の上、新座市財政部管財契約課まで電子メールによ

り提出してください。なお、質問書を提出した後に、電話にて到着確

認の御連絡をお願いします。 
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入札用封筒・記載例 

 

【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面】 
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